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近
世
畿
内
地
域
社
会
論
の
比
較
と
総
合

　
　
　

大　

島　

真　

理　

夫

《
書
評
１
》は

じ
め
に

　

藪
田
貫
著
『
近
世
大
坂
地
域
の
史
的
研
究
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇

〇
五
年
。
以
下
、「
本
書
」
と
す
る
）
の
書
評
と
し
て
お
引
き
受
け
し

な
が
ら
、
異
例
の
書
評
（
書
評
論
文
）
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

お
許
し
願
い
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
一
つ
は
、
本
書
で
詳
細
に
論
じ

ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
事
実
に
対
し
て
同
じ
密
度
で
対
峙

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
自
分
自
身
の
畿
内
地
域
社
会
の
研

究
を
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
評
者
の
個
人
的
事
情
、
も
う
一
つ
は
、

幾
分
か
言
い
訳
め
く
が
、
本
書
を
含
め
て
、
近
世
大
坂
地
域
な
い
し

畿
内
地
域
の
地
域
社
会
論
的
研
究
の
成
果
が
次
々
に
現
れ
て
お
り
、

本
書
の
書
評
も
そ
う
し
た
研
究
成
果
と
の
比
較
を
行
わ
な
け
れ
ば
十

分
な
評
価
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
研
究
史
的
事
情
で
あ
る
。

　

以
下
、
本
稿
は
、
前
半
で
は
本
書
の
内
容
紹
介
と
コ
メ
ン
ト
、
後

半
で
は
近
年
の
畿
内
地
域
社
会
論
の
比
較
と
そ
れ
ら
の
総
合
へ
の
展

望
を
行
い
、
本
書
を
そ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
中
に
位
置
づ
け
る

こ
と
を
試
み
る
。
一
九
九
〇
年
代
か
ら
現
在
に
至
る
畿
内
地
域
の
諸

研
究
を
「
地
域
社
会
論
」
的
研
究
と
し
て
一
括
り
に
す
る
理
由
は
、

そ
れ
ら
が
、
行
政
支
配
の
具
体
的
な
あ
り
方
（
町
奉
行
広
域
支
配
と

個
別
領
主
支
配
）
や
中
間
的
支
配
機
構
（
用
聞
・
用
達
、
在
地
代
官
）

へ
の
関
心
な
ど
、
総
じ
て
、
支
配
の
あ
り
方
の
精
密
な
分
析
と
、
個

別
の
村
を
超
え
た
広
域
的
な
社
会
関
係
へ
の
関
心
が
顕
著
な
点
に
注
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目
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
の
社
会
経
済
史
的

研
究
、
一
九
七
〇
〜
八
〇
年
代
の
（
民
衆
）
運
動
論
的
研
究
に
対
し

て
、
そ
れ
ら
を
、
民
衆
運
動
史
か
ら
地
域
史
へ
と
い
う
藪
田
の
研
究

展
開
の
自
己
認
識
を
ふ
ま
え
て
、「
地
域
社
会
論
」
的
研
究
と
し
て

お
き
た
い
。

一　

本
書
の
概
要

（
１
）
前
著
（『
国
訴
と
百
姓
一
揆
の
研
究
』）
と
の
関
係　

　

藪
田
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
発
表
し
た
諸
論
文
を
基
礎
に
し
て
、

一
九
九
二
年
に
『
国
訴
と
百
姓
一
揆
の
研
究
』（
校
倉
書
房
。
以
下
、

「
前
著
」
と
す
る
）
を
刊
行
し
た
。
前
述
し
た
（
民
衆
）
運
動
論
的

研
究
の
流
れ
を
近
世
後
期
に
つ
い
て
代
表
す
る
著
作
の
一
つ
で
あ

る

A
C
B

。
藪
田
は
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
に
主
流
で
あ
っ
た
経
済
史
的
視

点
に
立
つ
津
田
秀
夫
「
国
訴
＝
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
闘
争
」
説
を
乗
り
越

え
、
集
団
的
な
政
治
的
意
志
形
成
の
組
織
構
造
と
い
う
視
角
に
、
民

衆
運
動
研
究
を
シ
フ
ト
さ
せ
た
。
一
方
は
合
法
的
訴
願
闘
争
、
他
方

は
非
合
法
的
暴
力
的
闘
争
と
い
う
よ
う
に
、
現
象
的
に
は
対
照
的
な

国
訴
と
百
姓
一
揆
を
、
民
衆
運
動
に
お
け
る
多
数
派
形
成
と
い
う
共

通
の
地
平
に
乗
せ
た
斬
新
さ
は
、
現
在
で
も
そ
の
輝
き
を
失
っ
て
い

な
い
。
そ
の
過
程
で
生
み
出
さ
れ
た
、
惣
代
人
制
、
委
任
関
係
、
郡

中
議
定
へ
の
注
目
、
代
議
制
の
初
期
的
形
態
な
ど
の
問
題
提
起
は
、

研
究
史
に
お
け
る
一
つ
の
時
期
を
画
し
、
近
世
後
期
か
ら
近
代
に
お

け
る
地
域
公
共
性
の
形
成
と
そ
の
制
度
化
・
組
織
化
と
い
う
大
き
な

研
究
潮
流

A
D
B

を
リ
ー
ド
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
こ
と
は
広
く
認
め
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

藪
田
は
、
前
著
に
お
い
て
、
国
訴
と
百
姓
一
揆
の
組
織
構
造
や
運

動
構
造
の
分
析
を
行
っ
た
後
、
終
章
を
「
近
代
化
と
国
訴
・
百
姓
一

揆
」
と
し
、
そ
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
「
近
代
成
立
期
の
民
衆
運
動
と

地
域
社
会
・
国
家
」
と
し
た
。
そ
し
て
、
巻
末
に
「
付
論
」
と
し
て

「
地
域
史
研
究
の
立
場
」
を
置
き
、「
あ
と
が
き
」
で
は
、「
本
書

（『
国
訴
と
百
姓
一
揆
の
研
究
』）
を
著
し
て
あ
ら
た
め
て
、
地
域
史
と

民
衆
史
の
お
も
し
ろ
さ
が
わ
か
っ
て
き
た
。
今
後
そ
れ
に
本
格
的
に

取
り
組
ん
で
、
い
つ
の
日
か
、
本
書
の
姉
妹
編
を
作
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
と
思
う
」（
前
著
、
三
六
六
頁
）
と
記
し
て
い
た
。
い
わ
ば
、
運

動
論
的
研
究
を
仕
上
げ
、
次
の
課
題
と
し
て
、
民
衆
運
動
を
生
み
出

し
た
「
場
」
と
し
て
の
地
域
社
会
へ
の
関
心
を
表
明
し
て
い
た
、
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
が
、
そ
の
「
姉
妹
編
」
で
あ
る
。
本
書
の

冒
頭
、
１
章
の
は
じ
め
に
図
１
「
近
世
後
期
の
地
域
社
会
」
が
掲
げ

ら
れ
て
い
る
（
本
書
、
一
〇
頁
）
が
、
こ
の
図
は
前
著
の
終
章
に
掲

載
さ
れ
て
い
た
図
（
前
著
、
三
〇
三
頁
）
で
あ
る
。
前
著
か
ら
本
書
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へ
は
、
見
事
に
連
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
著
者
自
身
も
、
前
著
の

「
あ
と
が
き
」
で
予
告
し
た
姉
妹
編
が
完
成
し
、「
研
究
者
冥
利
に

尽
き
る
」（
本
書
、
四
二
五
頁
）
と
喜
ん
で
い
る
。

（
２
）
研
究
発
表
の
順
序

│
藪
田
「
地
域
社
会
論
」
の
起
点
│　

　

書
評
の
通
例
で
は
な
い
が
、
本
書
の
内
容
を
形
成
史
的
に
紹
介
し

た
い
。
目
次
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
部　

地
域
社
会
の
展
開

１　

近
世
後
期
に
お
け
る
地
域
社
会
の
様
相

２　

摂
津
灘
目
地
域
の
郡
中
議
定

３　

地
域
社
会
と
差
別
│
戦
後
歴
史
学
の
転
換
点
に
立
っ
て
│

４　

地
域
社
会
と
性
│
国
訴
の
視
角
か
ら
│

５　

国
訴
・
国
触
・
国
益

６　

近
世
の
地
域
社
会
と
国
家
を
ど
う
と
ら
え
る
か
│
社
会
的

権
力
論
に
関
わ
っ
て
│

第
二
部　
「
支
配
国
」
と
領
主
制

７　

近
世
畿
内
所
領
構
成
の
特
質
│
「
畿
内
非
領
国
」
論
の
意

義
と
課
題
に
ふ
れ
て
│

８　
「
摂
河
支
配
国
」論
│
日
本
近
世
に
お
け
る
地
域
と
構
成
│

９　

支
配
国
・
領
主
制
と
地
域
社
会

10　

領
主
制
下
の
地
域
社
会
と
民
衆
│
河
内
塩
野
家
の
父
子
三

代
│

11　
「
御
館
入
与
力
」
に
つ
い
て
│
「
支
配
国
」
と
領
主
制
│

12　
「
兵
」
と
「
農
」
の
あ
い
だ
│
地
域
社
会
の
な
か
の
武
士
│

第
三
部　
「
武
士
の
町
」
大
坂

13　
「
武
士
の
町
」
大
坂

14　

内
山
彦
次
郎
│
大
坂
町
奉
行
所
与
力
の
生
涯
│

15　

大
坂
町
奉
行
の
世
界
│
新
見
正
路
日
記
に
つ
い
て
│

16　

大
坂
代
官
の
世
界
│
竹
垣
直
道
日
記
に
つ
い
て
│

17　

交
差
す
る
年
中
行
事
│
「
武
士
の
町
」
大
坂
と
町
人
│

　

こ
れ
ら
の
研
究
は
、
17
章
を
除
い
て
、
既
発
表
の
論
文
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
発
表
時
期
は
、
７
章
と
８
章
だ
け
が
、
そ
れ
ぞ
れ

一
九
七
六
年
、
一
九
八
〇
年
と
い
う
か
な
り
早
期
の
作
品
で
あ
り
、

他
は
、
い
ず
れ
も
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
発
表
さ
れ

た
論
文
か
ら
な
っ
て
い
る
。
７
章
と
８
章
の
二
つ
の
論
文
は
、
前
著

の
研
究
よ
り
以
前
の
仕
事
で
あ
り
、
藪
田
の
研
究
系
列
の
中
で
、
前

著
（
民
衆
運
動
論
）
と
本
書
（
地
域
社
会
論
）
の
両
方
に
連
な
る
研
究

の
出
発
点
に
位
置
す
る
と
も
言
え
る
。
少
し
詳
し
く
検
討
し
た
い
。

　

７
章
は
、「
近
世
畿
内
所
領
構
成
の
特
質

│
『
畿
内
非
領
国
』

論
の
意
義
と
課
題
に
ふ
れ
て

│
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
表
題
か
ら
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想
像
さ
れ
る
ご
と
く
、
安
岡
重
明
の
畿
内
非
領
国
論
を
批
判
的
に
継

承
・
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
論
文
で
あ
る
。
藪
田
は
、
安

岡
「
非
領
国
論
」
が
一
九
五
〇
年
代
末
に
提
起
さ
れ
、
大
き
な
反
響

を
呼
び
、「
日
本
近
世
社
会
に
お
け
る
畿
内
の
地
域
的
性
格
・
意
義

を
論
ず
る
際
の
不
可
欠
の
前
提
と
し
て
大
方
の
承
認
を
得
て
い
る
」

（
一
四
一
頁
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
十
数
年
間
、
非
領
国
論

自
体
が
ま
と
も
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は

な
ぜ
か
と
問
い
、
佐
々
木
潤
之
介

A
E
B

、
朝
尾
直
弘

A
F
B

、
脇
田
修

A
G
B

ら
に
よ
っ

て
代
表
さ
れ
る
幕
藩
制
構
造
論
研
究
が
、
近
世
史
を
日
本
近
代
の
前

史
と
し
て
と
ら
え
る
方
法
か
ら
自
立
さ
せ
、
幕
藩
制
社
会
を
、
そ
の

「
成
立
と
構
造
」
と
い
う
視
角
か
ら
分
析
し
て
い
た
の
に
対
し
、
非

領
国
論
は
近
世
社
会
解
体
過
程
を
理
解
す
る
た
め
の
議
論
で
あ
っ
た

た
め
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
一
六
五
頁
）。

　

し
か
し
、
非
領
国
論
が
構
造
論
研
究
で
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、

対
象
と
す
る
時
期
の
問
題
で
は
な
く
、
方
法
論
の
問
題
で
あ
っ
た
と

考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
経
済
の
あ
り
方
が
社
会
の

「
基
礎
構
造
」
を
な
す
と
考
え
、
社
会
や
政
治
支
配
の
あ
り
方
を
経

済
的
基
礎
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
立
場
と
、
社
会
や
政
治
支
配
の

あ
り
方
に
独
自
性
を
認
め
、
そ
れ
ら
の
あ
り
方
が
逆
に
経
済
を
規
定

す
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
る
立
場
の
相
違
で
あ
る
。
幕
藩
制
構
造
論

は
前
者
で
あ
り
、
非
領
国
論
は
後
者
で
あ
る
。「
非
領
国
の
範
疇
は
、

主
と
し
て
幕
藩
体
制
の
構
造
の
解
明
に
役
立
て
る
た
め
に
設
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
純
粋
に
社
会
経
済
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
い

A
H
B

」

と
い
う
安
岡
の
言
葉
が
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
幕
藩
制
構
造

論
で
は
、
畿
内
地
域
は
ま
ず
経
済
的
先
進
地
域
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
非
領
国
論
は
、
先
進
地
域
と
い
う
認
識
は
共
有
さ
れ

て
い
る
が
、
注
目
し
て
い
る
の
は
、
所
領
構
成
の
特
殊
な
あ
り
方
で

あ
り
、
そ
う
し
た
封
建
支
配
の
弱
さ
が
、
こ
の
地
域
の
自
立
的
経
済

発
展
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
佐
々
木
潤
之
介
の
「
豪

農
│
半
プ
ロ
論
」、「
世
直
し
状
況
論

A
I
B

」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
幕
藩

制
構
造
論
研
究
も
近
世
後
期
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も

非
領
国
論
に
は
言
及
さ
れ
な
い
。
幕
藩
制
全
国
市
場
に
関
す
る
歴
史

像
は
共
有
さ
れ
て
い
た
（
後
掲
の
表
１
参
照
）
が
、
そ
の
発
展
方
向

（
明
治
維
新
論
）
に
関
す
る
展
望
は
共
有
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う

に
思
え
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、「
非
領
国
論
は
形
を
か
え
て
幕
藩
制

構
造
研
究
に
継
承
さ
れ
て
い
る
」（
一
六
六
頁
）
と
い
う
藪
田
の
評

価
を
そ
の
ま
ま
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、

藪
田
は
明
言
し
て
い
な
い
が
、
非
領
国
論
を
復
権
さ
せ
る
こ
と
は
、

構
造
論
研
究
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
乗
り
越

え
方
に
つ
い
て
、
藪
田
に
独
自
の
道
＝
地
域
社
会
論
を
与
え
る
こ
と
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に
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
章
で
、
藪
田
は
、
安
岡
を
批
判
し
た
八
木
哲
浩
の
「
幕
府
領

国
論
」
が
「
郷
帳
」
を
基
礎
に
し
た
静
態
的
分
析
で
あ
る
と
い
う
限

界
を
指
摘
し
、
朝
尾
直
弘
の
「
畿
内
に
お
け
る
幕
藩
制
支
配
」（
同

『
近
世
封
建
社
会
の
基
礎
構
造
』
第
五
章
）
を
ふ
ま
え
て
、「
近
世
畿

内
所
領
構
成
の
特
質
」
の
形
成
過
程
を
、
豊
臣
政
権
期
│
関
ヶ
原
戦

後
│
大
坂
の
陣
後
│
寛
文
期
の
体
制
整
備
、
と
い
う
諸
段
階
を
追
っ

て
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
近
世
畿
内
の
所
領
構
成
は
、「
そ
の

か
ぎ
り
で
『
幕
府
領
国
的
性
格
』
と
評
価
し
え
よ
う
」（
一
五
四
頁
）

と
結
論
し
、「
非
領
国
」
の
三
つ
の
要
素
で
あ
る
、
所
領
構
成
、
畿

内
支
配
の
体
系
、
直
轄
諸
都
市
の
「
三
つ
の
諸
条
件
に
つ
い
て
個
別

具
体
的
に
追
求
し
て
い
く
こ
と
が
さ
し
あ
た
り
適
切
」（
一
六
七
頁
）

と
締
め
く
く
っ
た
。
端
的
に
い
う
と
、
安
岡
非
領
国
論
の
復
権
要
請

と
八
木
所
領
配
置
論
の
動
態
化
が
、
こ
の
論
文
の
結
論
で
あ
っ
た
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
一
九
九
七
年
発
表
の
９
章
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
、「
非
領
国
」
か
ら
「
支
配
国
」
へ
の
転
換
、「
幕
府
領
国

説
」
の
不
採
用
と
い
う
立
場
よ
り
、
両
者
は
、
は
る
か
に
肯
定
的
に

評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

続
く
８
章
の
「『
摂
河
支
配
国
』
論

│
日
本
近
世
に
お
け
る
地

域
と
構
成

│
」
は
、
右
記
の
三
つ
の
条
件
で
い
え
ば
、
畿
内
支
配

の
体
系
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
分
析
で
あ
り
、「
支
配
国
」
と
い
う

概
念
を
発
見
し
、
研
究
史
の
注
目
を
集
め
た
。
こ
の
論
文
で
は
、
ま

ず
、「
支
配
国
」
の
用
例
の
紹
介
が
あ
り
、
続
い
て
、
国
奉
行
│
大

坂
町
奉
行
の
広
域
的
支
配
権
限
が
、
行
政
権
（
幕
府
令
の
伝
達
、
国

役
・
諸
役
の
賦
課
、
知
行
割
、
幕
府
領
の
管
掌
、
寺
社
の
管
轄
、
交
通
の

管
掌
、
新
田
開
発
）、
裁
判
権
（
裁
判
管
轄
、
民
事
訴
訟
、
刑
事
裁
判
）

に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
、
近
世
初
期
か
ら
中
期
に

か
け
て
の
支
配
国
の
内
実
の
変
化
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

（
３
）
前
著
へ
の
研
究　

　

こ
の
後
、
藪
田
は
、
民
衆
運
動
の
研
究
へ
と
進
み
、
一
九
九
二
年

の
『
国
訴
と
百
姓
一
揆
の
研
究
』
が
結
実
し
た
こ
と
は
前
述
の
通
り

で
あ
る
。
そ
の
序
章
は
、
藪
田
の
「
学
園
紛
争
」
時
代
以
来
の
問
題

関
心
の
底
流
に
、
一
九
八
九
年
「
ベ
ル
リ
ン
の
壁
」
崩
壊
に
始
ま
る

ソ
連
・
東
欧
独
裁
政
権
崩
壊
に
お
け
る
民
衆
運
動
の
力
を
目
の
当
た

り
に
し
た
感
動
を
重
ね
合
わ
せ
、
読
者
の
共
感
を
誘
う
。

　

し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
す
で
に
執
筆
さ
れ
て
い
た
、
一
九
七
六
年

の
所
領
構
成
論
、
八
〇
年
の
支
配
国
論
は
所
収
さ
れ
な
か
っ
た
。
推

測
す
る
に
、
①
前
著
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
「
民
衆
運
動
に
お
け
る
集

団
的
意
志
形
成
の
方
法
」
と
い
う
問
題
関
心
と
こ
れ
ら
二
論
文
の
問
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題
関
心
に
は
距
離
が
あ
っ
た
こ
と
、
②
所
領
構
成
論
、
支
配
国
論
が

と
も
に
近
世
の
前
期
を
対
象
と
し
た
議
論
で
あ
っ
た
た
め
、
国

訴
・
百
姓
一
揆
論
と
時
期
的
な
ず
れ
が
あ
っ
た
こ
と
、
③
所
領
構
成

論
・
支
配
国
論
が
、
畿
内
支
配
の
全
体
構
造
論
に
ま
で
展
開
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
③
の
点
に
つ

い
て
、
藪
田
は
本
書
の
「
ま
え
が
き
」
に
お
い
て
、「
摂
河
支
配
国

論
」
の
提
起
を
き
っ
か
け
と
し
て
地
域
研
究
の
流
れ
に
参
入

し
、
一
九
八
〇
年
の
日
本
史
研
究
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
三
浦

圭
一
の
「
日
本
中
世
に
お
け
る
地
域
社
会
」
へ
の
コ
メ
ン
ト
を
行
っ

た
際
に
、
三
浦
報
告
が
「
地
域
社
会
の
内
的
契
機
を
重
視
し
す
ぎ
て

い
る
」
と
い
う
注
文
を
つ
け
た
が
、
実
際
に
は
、
自
分
自
身
も
、
国

訴
研
究
の
中
で
「
地
域
社
会
形
成
の
内
的
契
機
と
形
成
主
体
を
一
貫

し
て
強
調
し
て
い
」（
本
書
、
二
頁
）
た
と
述
懐
し
て
お
り
、
前
著
の

段
階
で
は
、
地
域
社
会
に
対
す
る
外
的
契
機
に
関
す
る
研
究
に
属
す

る
所
領
構
成
論
や
支
配
国
論
は
、
い
ま
だ
運
動
論
の
研
究
に
十
分
に

組
み
込
む
状
況
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
前
著
を
完
成
さ
せ
、
地

域
社
会
へ
の
関
心
を
深
め
た
段
階
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
所
領
構
成

論
・
支
配
国
論
の
位
置
づ
け
が
可
能
に
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

（
４
）
「
地
域
社
会
」
へ
の
関
心
と
本
書
の
諸
研
究　

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
本
書
の
第
一
部
が
「
地
域
社
会
の
展

開
」
で
あ
り
、「『
支
配
国
』
と
領
主
制
」
は
第
二
部
に
お
か
れ
て
い

る
理
由
も
了
解
さ
れ
る
。
本
書
の
冒
頭
に
お
か
れ
て
い
る
「
近
世
後

期
の
地
域
社
会
」
と
い
う
図
が
、
前
著
の
終
章
に
掲
げ
ら
れ
た
図
と

同
じ
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
実
際
、
本
書
第
一
部
は
、
前
著

の
最
後
に
到
達
し
た
国
訴
型
民
衆
運
動
を
生
み
出
す
地
域
社
会
の
諸

相
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
前
著
か
ら
の
連
続
性
が
顕
著

で
あ
る
。

　

第
二
部
は
「『
支
配
国
』
と
領
主
制
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
早
期

に
発
表
さ
れ
た
所
領
構
成
論
、
支
配
国
論
を
復
活
さ
せ
る
き
っ
か
け

は
、
畿
内
に
お
け
る
領
主
制
研
究
の
新
動
向
で
あ
り
、「
畿
内
の
領

主
制
と
支
配
を
め
ぐ
る
新
し
い
研
究
が
、
村
田
路
人

A
J
B

、
岩
城
卓
二

A
K
B

、

熊
谷
光
子

A
L
B

ら
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
、
長
期
の
ブ
ラ
ン
ク
を
超
え
て
再

出
発
す
る
上
で
大
き
な
刺
激
と
な
っ
た
」（
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

別
の
と
こ
ろ
で
は
、「
領
主
制
と
支
配
国
を
つ
な
ぐ
環
」
と
い
う
表

現
も
あ
る
（
二
二
七
頁
）。
具
体
的
に
は
、
ア
「
用
聞
」「
用
達
」、

イ
御
館
入
与
力
、
ウ
帯
刀
人
な
ど
で
あ
る
。
藪
田
自
身
は
、
河
内
国

古
市
郡
で
旗
本
石
川
氏
の
郷
代
官
を
務
め
た
塩
野
清
右
衛
門
を
詳
し

く
分
析
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
支
配
国
と
領
主
制
の
研
究
の
進
展
は
、
大
坂
に
お
け
る
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武
士
の
存
在
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
行
政
を
担
当
し
た
、

大
坂
町
奉
行
、
与
力
・
同
心
、
大
坂
代
官
、
さ
ら
に
軍
事
的
任
務
を

帯
び
て
赴
任
し
た
、
大
坂
城
代
、
定
番
、
加
番
に
任
ぜ
ら
れ
た
武
士

た
ち
で
あ
る
。
藪
田
は
、「
武
士
の
町
・
大
坂
」
と
い
う
表
現
を
用

い
て
、「
町
人
の
都
・
大
坂
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
忘
れ
ら
れ

が
ち
な
、
大
坂
に
お
け
る
武
士
の
存
在
に
注
意
を
喚
起
し
た
。
第
三

部
の
諸
研
究
が
そ
の
成
果
で
あ
る
。

（
５
）
小
括　

　

以
上
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
今
日
に
至
る
藪
田
の
研
究
を
振
り
返

る
と
、
そ
の
ね
ば
り
強
い
問
題
展
開
の
努
力
が
強
く
印
象
づ
け
ら
れ

る
。
一
九
七
〇
年
代
の
所
領
構
成
・
支
配
国
論
、
一
九
八
〇
年
代
の

国
訴
・
百
姓
一
揆
論
、
一
九
九
〇
年
代
〜
現
在
の
地
域
社
会
論
で
あ

り
、
ま
た
、
言
及
し
な
か
っ
た
が
、
藪
田
に
は
女
性
史
、
ジ
ェ
ン
ダ

ー
論
の
業
績
も
あ
る
。
そ
の
過
程
で
、
支
配
国
、
国
訴
と
惣
代
人
制
、

代
議
制
の
前
期
的
形
態
、「
武
士
の
町
・
大
坂
」
な
ど
、
多
く
の
独

創
的
な
キ
ー
概
念
を
考
案
し
、
研
究
史
に
定
着
さ
せ
た
。
ま
た
、
こ

の
過
程
は
、
同
時
に
、
先
行
研
究
と
の
格
闘
の
過
程
で
も
あ
り
、
安

岡
重
明
「
畿
内
非
領
国
」
説
、
津
田
秀
夫
「
国
訴
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
闘

争
」
説
、
幕
藩
制
構
造
論
（
朝
尾
直
弘
、
脇
田
修
、
佐
々
木
潤
之
介
）、

佐
々
木
潤
之
介
「
豪
農
│
半
プ
ロ
」
論
等
々
、
い
ず
れ
も
学
界
の
巨

人
た
ち
を
相
手
に
し
た
格
闘
で
あ
っ
た
。
ど
れ
も
並
大
抵
の
こ
と
で

は
な
い
。

　

そ
う
し
た
高
い
評
価
の
一
方
で
、
本
書
そ
の
も
の
に
つ
い
て
言
う

と
、
そ
の
意
義
は
、
や
は
り
前
著
の
姉
妹
編
と
い
う
表
現
に
示
さ
れ

る
よ
う
な
、
前
著
に
比
べ
る
と
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
と
い
う
点
で
、
少

し
、
物
足
り
な
さ
が
残
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
率
直
に
言
っ
て
し

ま
う
と
、
こ
の
『
近
世
大
坂
地
域
の
史
的
研
究
』
を
ふ
ま
え
て
、
研

究
史
に
対
し
、
あ
る
い
は
、
現
代
的
に
も
、
藪
田
は
ど
の
よ
う
な
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
、
や
や
明
快
で
は
な

い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二　

用
語
に
関
わ
る
コ
メ
ン
ト

（
１
）
支
配
国　

ア
言
葉
へ
の
違
和
感

　

す
で
に
研
究
史
上
で
も
定
着
し
て
い
る
用
語
に
対
し
て
、
こ
と
さ

ら
に
言
葉
尻
を
捕
ら
え
る
の
も
ど
う
か
と
思
う
が
、
ど
う
し
て
も
違

和
感
を
感
じ
て
し
ま
う
。
言
葉
の
問
題
と
し
て
、
た
と
え
ば
「
地
域

支
配
」
と
い
え
ば
支
配
の
内
容
に
関
わ
っ
て
意
味
が
あ
る
言
葉
で
あ

る
が
、「
支
配
地
域
」
と
い
え
ば
、
何
者
か
が
支
配
す
る
領
域
と
い
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う
範
囲
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。
同
じ
よ
う
に
、「
支
配
国
」
と
言
っ

た
だ
け
で
は
、
国
奉
行
や
町
奉
行
の
国
支
配
だ
け
を
意
味
す
る
と
は

限
ら
な
い
。
論
理
的
に
は
、
大
名
が
支
配
す
る
国
、
一
国
天
領
で
幕

府
が
直
接
支
配
す
る
国
、
と
い
う
言
い
方
も
不
可
能
で
は
な
い
。
や

は
り
、「
奉
行
支
配
国
」
な
ど
と
い
う
限
定
が
必
要
で
は
な
い
か
と

思
う
。
藪
田
が
例
示
す
る
使
用
例
（
一
七
五
頁
、
二
二
四
頁
）
も
、

「
○
○
支
配
国
」
と
い
う
よ
う
に
意
味
上
の
主
語
が
つ
け
ら
れ
て
い

る
場
合
が
多
い
よ
う
に
思
え
る
。

イ
概
念
内
容

　

本
来
、
⒜
町
奉
行
の
広
域
支
配
の
こ
と
を
指
す
概
念
で
あ
る
と
思

う
が
、
⒝
畿
内
の
支
配
構
造
全
体
を
意
味
す
る
用
語
と
し
て
使
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
少
々
混
乱
が
見
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、「『
非
領
国
』
か
ら
『
支
配
国
』
へ
の
転
換
は
言
葉
の
転

換
以
上
の
も
の
を
含
ん
で
い
た
」（
二
二
四
頁
）、「
藩
領
国
で
も
支

配
国
で
も
な
い
第
三
の
地
域
の
存
在
（
非
領
国

A
M
B

）
と
そ
の
位
置
づ
け

…
…｣

（
二
三
九
頁
）
と
い
う
よ
う
な
場
合
、
⒝
の
意
味
で
使
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
⒜
の
意
味
に
限
定

し
て
使
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
「
武
士
の
町
・
大
坂
」　

　

定
番
化
し
た
「
町
人
の
都
・
大
坂
」「
天
下
の
台
所
・
大
坂
」
と

い
う
見
方
に
対
し
て
、
別
の
視
点
も
必
要
で
あ
る
と
い
う
警
鐘
を
鳴

ら
す
意
味
も
あ
っ
て
、
あ
え
て
「
武
士
の
町
・
大
坂
」
と
い
う
表
現

を
使
っ
て
い
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
単
純
な
こ
と
で
あ

る
が
、「
武
士
の
町
」
と
い
う
場
合
の
「
町
」
は
、
一
体
、
一
般
的

な
「
都
市
」
と
い
う
意
味
な
の
か
、
そ
れ
と
も
近
世
の
「
町
」（
両

側
町
）
な
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
後
者
と
す
る
と
、
実
際
に

武
士
が
居
住
し
て
い
た
の
は
、
大
半
は
、
町
地
で
は
な
く
、
城
郭
や

武
家
屋
敷
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
の
「
武
士
の
町
」
が
存
在
し
て
い

た
の
か
疑
問
が
生
じ
る
し
、
前
者
と
す
る
と
、「
町
人
の
都
」
と
真

っ
向
か
ら
対
立
し
て
し
ま
い
、
藪
田
の
意
図
も
そ
の
よ
う
な
意
味
で

な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、「
町
人
の
都
・
大
坂

の
武
士
」
程
度
の
表
現
が
穏
当
な
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
次
第
で

あ
る
。

三　
近
世
畿
内
地
域
社
会
論
の
比
較
と
総
合
の
可
能
性

（
１
）
比
較　

　

近
年
、
畿
内
地
域
に
お
け
る
奉
行
支
配
・
領
主
支
配
の
交
錯
状
況
、

中
間
支
配
機
構
の
多
様
な
あ
り
方
、
地
域
社
会
の
広
域
的
構
造
な
ど
、

近
世
畿
内
地
域
の
「
地
域
社
会
論
」
的
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
。
本
書
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に
所
収
さ
れ
た
藪
田
「
摂
河
支
配
国
論
」（
一
九
八
〇
年
）
は
、
そ
の

先
頭
ラ
ン
ナ
ー
で
あ
っ
た
。
現
在
で
は
、
多
数
の
並
走
す
る
ラ
ン
ナ

ー
が
現
れ
、
豊
富
な
地
域
社
会
像
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
反
面
、

そ
れ
ら
の
研
究
が
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
方
向
へ
進
ん
で
い
る
の

か
、
日
本
近
世
社
会
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
歴
史
像
を
む
す
び
、
ど

の
よ
う
な
現
代
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
投
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
と

い
う
点
で
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

表
１
は
、
そ
れ
ら
の
諸
研
究
の
一
部
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。

学
説
の
取
り
上
げ
方
は
、
決
し
て
網
羅
的
で
は
な
い
。
一
九
九
〇
年

代
以
降
、
こ
の
他
に
も
多
数
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
、
豊
富
な
地
域
社

会
像
の
形
成
に
寄
与
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
畿
内
の
地
域
社
会
全

体
に
関
わ
る
よ
う
な
議
論
を
提
起
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
学
説
の
う

ち
、
著
書
に
ま
と
め
ら
れ
、
評
者
の
管
見
に
入
っ
た
も
の
を
取
り
上

げ
た
だ
け
で
あ
る

A
N
B

。
学
説
の
名
称
も
、
非
領
国
論
、
幕
府
領
国
論
、

支
配
国
論
な
ど
、
共
通
の
呼
称
と
し
て
定
着
し
て
い
る
も
の
以
外
は
、

評
者
が
便
宜
的
に
つ
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た

い
。

　

藪
田
以
下
の
諸
説
が
、
近
年
の
「
地
域
社
会
論
」
で
あ
る
。
藪
田

以
外
は
、
著
書
の
出
版
年
度
順
に
配
列
し
た
。
安
岡
「
非
領
国

論
」、
八
木
「
幕
府
領
国
論
」
は
、「
地
域
社
会
論
」
の
直
接
の
先
行

者
と
い
う
意
味
で
表
に
含
め
た
。
幕
藩
制
構
造
論
は
前
述
の
よ
う
な

方
法
論
的
な
相
違
に
よ
り
「
地
域
社
会
論
」
に
は
含
め
ら
れ
な
い
が
、

参
考
の
意
味
で
掲
載
し
た
。
ま
た
、
塚
田
孝
の
近
世
大
坂
研
究
（
都

市
社
会
史
）
も
、
身
分
制
社
会
に
お
け
る
都
市
の
社
会
的
・
空
間
的

分
節
構
造
に
関
す
る
吉
田
伸
之
モ
デ
ル
を
基
準
と
し
て
、
同
じ
構
造

を
大
坂
に
発
見
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
お
り
、
畿
内
や
大

坂
の
具
体
的
現
実
か
ら
出
発
す
る
「
地
域
社
会
論
」
的
な
近
世
畿

内
・
大
坂
研
究
の
一
つ
に
含
め
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

A
O
B

。

何
よ
り
も
塚
田
自
身
が
否
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
研
究
方

法
で
は
な
く
、
研
究
対
象
の
共
通
性
と
い
う
点
で
表
に
含
め
た
。

　

個
々
の
学
説
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
関
連
の
研
究
者
に
は
周
知
の

こ
と
で
あ
る
し
、
こ
こ
で
不
十
分
な
紹
介
を
す
る
こ
と
は
差
し
控
え

さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　

そ
う
言
い
な
が
ら
、
特
定
の
研
究
に
コ
メ
ン
ト
す
る
の
は
公
平
性

を
欠
き
大
変
申
し
訳
な
い
が
、
研
究
史
的
な
重
要
性
に
鑑
み
、
水
本

邦
彦
の
「
所
有
と
行
政
の
分
離
」
論
、「
近
世
的
国
制
の
到
達
点
」

論
に
つ
い
て
、
コ
メ
ン
ト
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
「
所
有
と
行
政
の

分
離
」
論
は
、
次
の
よ
う
な
根
本
的
難
点
を
有
す
る
。
①
近
世
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
、
所
有
と
行
政
の
権
限
を
統
一
し
て
保
有
し
て
い
た
封

建
貴
族
か
ら
、
君
主
（
国
王
）
が
行
政
権
を
取
り
上
げ
る
形
で
両
者
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表
１　

近
世
畿
内
「
地
域
社
会
論
」
の
比
較

学
説
の
名
称
　

論　

者

学
説
の
強
調
点

都
市
大
坂
論
　

歴
史
的
展
望

　

主
要
文
献

非
領
国
論

安
岡
重
明

一
円
的
支
配
の
藩
領

国
と
の
対
比
、
封
建

的
支
配
の
弱
さ
＝
非

領
国
地
域

幕
藩
制
市
場

構
造
の
中
央

都
市

藩
領
国
経
済
の
自
立
化
傾
向

安
岡
重
明
『
日
本
封
建
経
済
政
策
史
論
』（
増
補
版
、清
文
堂
、一
九
八
五
年
。

原
著
は
、
一
九
五
九
年
刊
）

幕
府
領
国
論

八
木
哲
浩

大
阪
城
を
中
心
と
し

た
同
心
円
的
所
領
配

置
（
一
体
的
性
格
）

支
配
国
論
、
非
領
国
論
の
批

判
＊
１

八
木
哲
浩
「
大
阪
周
辺
の
所
領
配
置
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
二
三
一

号
、
一
九
六
七
年
）、
同
「
幕
府
領
国
と
尼
崎
藩
」（『
地
域
史
研
究
』
14
│

３
、

尼
崎
市
立
地
域
史
研
究
所
、
一
九
八
五
年
）

支
配
国
論

藪
田
貫

国
訴
型
の
民
衆
運

動
、
多
様
な
中
間
支

配
機
構

「
武
士
の
町
」
前
著
の
姉
妹
編

（
地
域
公
共
性
形
成
の
基
盤
）
藪
田
貫
「
摂
河
支
配
国
論
│
日
本
近
世
に
お
け
る
地
域
と
構
成
│
」（
脇
田

修
編
著
『
近
世
大
坂
地
域
の
史
的
分
析
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
〇
年
。

の
ち
に
藪
田
・
本
書
に
所
収
）

近
世
的
国
制

論

水
本
邦
彦

極
端
な
相
給
村
落
、

所
有
と
行
政
の
分
離

方
法
と
し
て
の
畿
内
・
近
国
、

近
世
的
国
制
の
到
達
点
（
西

洋
に
お
け
る
国
制
＝
絶
対
主

義
へ
の
近
似
）

水
本
邦
彦
『
近
世
の
郷
村
自
治
と
行
政
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年

広
域
支
配
論

村
田
路
人

「
用
聞
」
に
媒
介
さ

れ
た
支
配
の
あ
り
方

近
世
的
支
配
の
特
質

村
田
路
人
『
近
世
広
域
支
配
の
研
究
』
大
阪
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年

支
配
所
・
支

配
国
論

渡
辺
忠
司

「
支
配
所
」
概
念
の

提
出

町
奉
行
「
支

配
所
」

将
軍
権
力
の
専
権
性

渡
辺
忠
司
『
大
坂
町
奉
行
と
支
配
所
・
支
配
国
』
東
方
出
版
、
二
〇
〇
五
年

軍
事
拠
点
論

岩
城
卓
二

大
坂
城
を
中
心
と
し

た
西
国
警
固
体
制
の

た
め
の
意
図
的
所
領

配
置

軍
事
拠
点
と

し
て
の
大
坂

城

幕
府
全
国
支
配
に
お
け
る
畿

内
・
近
国

岩
城
卓
二
『
近
世
畿
内
・
近
国
支
配
の
構
造
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
六
年

都
市
社
会
史

塚
田
孝

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
、
身
分

制

都
市
の
空
間

構
造

身
分
制
社
会
か
ら
市
民
社
会

（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
）
＊
２

塚
田
孝
『
近
世
大
坂
の
都
市
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年

幕
藩
制
構
造

論

脇
田
修
、

朝
尾
直
弘
、

佐
々
木
潤
之
介

ほ
か
多
数

経
済
的
先
進
地
域

幕
藩
制
市
場

構
造
の
中
央

都
市

封
建
制
か
ら
資
本
制
へ
の
移

行
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展

脇
田
修
『
近
世
封
建
社
会
の
経
済
構
造
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
三
年

朝
尾
直
弘
『
近
世
封
建
社
会
の
基
礎
構
造
│
畿
内
に
お
け
る
幕
藩
体
制
│
』

御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
七
年

佐
々
木
潤
之
介
『
幕
藩
権
力
の
基
礎
構
造
│
「
小
農
」
自
立
と
軍
役
│
』
御

茶
の
水
書
房
、
一
九
六
四
年
（
増
補
改
訂
版
一
九
八
五
）
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の
分
離
（
行
政
権
の
統
一
＝
絶
対
主
義
）
が
進
ん
だ
の
に
対
し
、
近
世

畿
内･

近
国
で
は
、
両
者
を
統
合
し
て
掌
握
し
た
統
一
政
権
（
豊
臣

政
権
、
徳
川
幕
府
。
言
い
換
え
れ
ば
す
で
に
「
絶
対
主
義
」
で
あ
る
）
が
、

旗
本
・
公
家
等
の
小
規
模
領
主
に
「
所
有
」
権
限
を
分
与
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
分
離
が
進
行
し
た
、
と
い
う
よ
う
に
、
西
洋
と
日
本
で
は

方
向
が
全
く
逆
転
し
て
い
る
こ
と
が
無
視
さ
れ
て
い
る
。
②
近
世
日

本
の
領
主
制
が
石
高
封
建
制
と
し
て
抽
象
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
正

し
く
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
、
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
領
主
制

に
お
け
る
「
所
有
」
と
同
等
視
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
西
洋
貴

族
の
土
地
所
有
は
、
実
体
的
な
土
地
管
理
を
伴
う
文
字
通
り
の
所
有

で
あ
り
、
近
代
法
で
も
私
的
所
有
と
し
て
認
定
さ
れ
る
。
水
本
が
依

拠
し
た
国
制
史
研
究
に
お
い
て
は
、
早
く
に
、
幕
藩
領
主
の
土
地
支

配
を
「
封
建
的
土
地
所
有
」
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
主

張
さ
れ
て
い
た

A
P
B

こ
と
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
総
合
の
可
能
性　

ア
「
藩
領
国
」
認
識
の
再
検
討

　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
諸
研
究
を
総
合
す
る
よ
う
な
視
点
は
、
ど

こ
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
藪
田
が
「
地
域
社
会
論
」

の
出
発
点
に
し
た
「
非
領
国
論
」、
そ
し
て
そ
の
「
非
領
国
論
」
が

比
較
基
準
に
し
た
「
藩
領
国
論
」
の
再
検
討
が
、
ポ
イ
ン
ト
に
な
る

と
考
え
る
。「
非
領
国
論
」
の
発
表
当
時
、
安
岡
が
意
識
し
た
の
は
、

畿
内
に
お
い
て
は
、
外
様
の
大
藩
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
体
系
的
・
積

極
的
な
経
済
政
策
が
欠
如
し
て
い
た
、
と
い
う
比
較
で
あ
っ
た
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
藩
専
売
制
、
藩
札
発
行
に
よ
る
、
領
内
の
殖

産
興
業
、
藩
財
政
の
再
建
と
い
っ
た
経
済
政
策
で
あ
る
。
時
代
と
し

＊
１　

二
〇
〇
七
年
一
〇
月
、
八
木
哲
浩
の
遺
稿
と
関
係
者
の
追
悼
文
を
合
わ
せ
た
『
八
木
哲
浩
先
生
と
幕
府
領
国
論
』（
八
木
哲
浩
先
生
遺
稿
集
刊
行
会
、
非
売
品
）
が
刊
行
さ
れ
た
。

そ
こ
に
は
、「
幕
府
領
国
論
と
近
世
の
摂
津
地
域
」
と
題
す
る
八
木
の
遺
稿
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
「
大
坂
周
辺
の
所
領
配
置
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
論
文
、『
地
域
史
研

究
』
論
文
と
書
き
下
ろ
し
原
稿
）、
第
二
章
「
本
百
姓
の
世
界
」（『
封
建
社
会
の
農
村
構
造
』
の
一
部
）、
第
三
章
「
大
坂
周
辺
に
お
け
る
商
品
生
産
・
商
品
流
通
の
展
開
」（『
近
世
の

商
品
流
通
』
の
一
部
）
と
い
う
三
章
か
ら
な
っ
て
い
る
。
書
き
下
ろ
し
部
分
に
つ
い
て
は
、
支
配
国
論
の
行
き
過
ぎ
へ
の
批
判
と
幕
府
領
国
論
の
対
峙
、
非
領
国
論
の
近
世
後
期
の
経

済
問
題
へ
の
限
定
、
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
第
二
章
に
農
村
構
造
論
、
第
三
章
に
商
品
流
通
論
が
置
か
れ
た
理
由
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
推
測
す
れ
ば
、「
幕
府
領
国
論
」（
支
配
構

造
）、「
本
百
姓
の
一
般
的
形
成
」（
農
村
構
造
）、
秩
序
あ
る
活
発
な
商
品
流
通
（
市
場
構
造
）
と
い
う
、
か
な
り
古
典
的
な
畿
内
先
進
地
域
の
一
七
世
紀
社
会
像
が
想
定
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

＊
２　

こ
こ
に
あ
げ
た
文
献
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
塚
田
の
他
の
著
書
（『
身
分
制
社
会
と
市
民
社
会

│
近
世
日
本
の
社
会
と
法

│
』
柏
書
房
、
一
九
九
二
年
）
や
、
塚
田

や
吉
田
伸
之
が
認
識
を
共
有
す
る
と
思
わ
れ
る
東
條
由
紀
彦
の
著
作
（『
近
代
・
労
働
・
市
民
社
会
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
二
四
頁
）
に
よ
っ
て
推
測
し
た
。
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て
は
主
に
近
世
後
期
、
視
点
は
経
済
政
策
で
あ
る
。
非
領
国
│
藩
領

国
と
い
う
対
比
は
、
こ
こ
に
ポ
イ
ン
ト
が
置
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
過
程
で
非
領
国
論
が
問
題
提
起
し
た
畿
内
の
所
領
構
成
の
特
質

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
近
世
後
期
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
も
な
け
れ

ば
、
経
済
政
策
と
の
関
連
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
幕
藩
制

と
い
う
全
国
的
な
政
治
的
・
軍
事
的
支
配
体
制
の
一
環
と
し
て
、
近

世
初
頭
か
ら
畿
内
に
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
藪
田
の
本
書
７
章

が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
非
領
国
論
」
の
革
新
の
た
め
に
は
、
近
世
後
期
・

経
済
政
策
と
い
う
視
点
か
ら
の
脱
却
が
必
要
で
あ
り
、

そ
れ
は
同
時
に
「
藩
領
国
論
」
の
革
新
を
も
要
請
す

る
の
で
あ
る
。
経
済
政
策
に
視
点
を
お
い
た
外
様
大

藩
領
国
対
畿
内
非
領
国
と
い
う
二
分
法
的
な
対
比
で

は
な
く
、
幕
藩
制
と
い
う
全
国
支
配
の
中
で
の
地
域

支
配
構
造
に
関
す
る
、
も
っ
と
具
体
的
で
多
様
か
つ

類
型
的
な
認
識
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
藩
領
国
研
究
と
し
て
参

考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
秀
村
選
三
の
『
幕
末

期
薩
摩
藩
の
農
業
と
社
会

│
大
隅
国
高
山
郷
士
守

屋
家
を
め
ぐ
っ
て

│
』
に
お
け
る
、「
西
南
辺
境

型
藩
領
国
類
型
」
論
で
あ
る
。
秀
村
は
、「
安
岡
重
明
は
幕
藩
体
制

に
お
け
る
経
済
発
展
の
地
域
性
と
封
建
支
配
の
関
係
を
領
国
と
非
領

国
に
対
照
さ
せ
て
考
察
し
、
作
道
洋
太
郎
は
信
用
通
貨
（
紙
幣
・
手

形
・
切
手
）
の
流
通
構
造
を
純
粋
領
国
・
特
殊
領
国
・
非
領
国
に
分

け
て
研
究
し
た
。
い
ず
れ
も
優
れ
た
研
究
で
あ
る
が
、
た
だ
藩
領
国

を
あ
ま
り
に
も
大
き
く
一
ま
と
め
に
見
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
む
し
ろ
諸
藩
領
国
の
質
的
差
異
を
認
め
、
藩
領
国
の
類
型
や
地

図１　薩摩藩の領域的行政支配と主従制・土地支配
〈
領
域
的
行
政
支
配
〉城

下
士

城
下

外
城
＝
郷

麓
・
御
仮
屋

村野
町
・
浦

（
郷
士
庄
屋
）

蔵
入
地

給
地

抱
地

郷
士

門

名
頭

名
子

浮
免

下
人

永
代
下
人

薩
摩
藩

島
津
氏

〈
主
従
制

と
土
地
支
配

（

）

（

）

（

）

（

）

〉

注：秀村、前掲書（注15）、第 2章、第12章にもとづき、評
者が作成した。大島、前掲書評（注16）、220頁より再録。

・



206207

域
区
分
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

A
Q
B

」
と
述
べ

て
、
自
ら
西
南
地
域
諸
藩
の
三
類
型
設
定
を
行
っ
た
。
①
「
筑
陽
型

（
筑
紫
・
山
陽
型
）
藩
領
国
」、
②
「
豊
予
型
藩
領
国
」、
③
「
西
南

辺
境
型
藩
領
国
」
で
あ
る
。
薩
摩
藩
は
③
の
代
表
格
で
あ
り
、
右
記

著
書
で
詳
し
く
分
析
さ
れ
た
。

　

評
者
は
、
本
誌
に
お
い
て
、
こ
の
秀
村
著
の
書
評
も
行
う
機
会
を

与
え
ら
れ
た

A
R
B

。
そ
こ
で
評
者
は
、
秀
村
の
藩
領
国
類
型
設
定
は
、
そ

の
指
標
が
網
羅
的
・
包
括
的
に
過
ぎ
（
言
い
換
え
れ
ば
総
花
的
）、
か

え
っ
て
類
型
設
定
の
明
快
性
を
損
ね
て
い
る
と
指
摘
し
、「
西
南
辺

境
型
」
に
つ
い
て
は
、「
旧
族
居
付
」
外
様
大
名
と
い
う
要
因
の
み

で
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
主
張
し
た
。

　

同
書
評
に
お
い
て
、
評
者
は
、
秀
村
著
に
し
た
が
っ
て
、
薩
摩
藩

の
領
域
的
行
政
支
配
と
、
主
従
制
・
土
地
支
配
の
あ
り
方
を
図
１
の

よ
う
に
ま
と
め
た
。
薩
摩
藩
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
時
点
で
、

平
民
対
士
族
・
卒
族
の
比
率
は
七
三
・
六
対
二
六
・
三
で
、
全
国
平
均

の
約
六
倍
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る

A
S
B

。
武
士
は
鹿
児
島
城
下
だ
け
で
は

な
く
、
領
内
の
一
〇
〇
以
上
の
外
城
＝
郷
に
在
地
し
た
。
一
見
、
中

世
的
な
在
地
領
主
制
を
連
想
さ
せ
る
が
、
実
際
に
は
い
ず
れ
の
郷
士

も
自
ら
の
本
貫
の
地
は
移
動
さ
せ
ら
れ
、
近
世
的
に
再
編
さ
れ
た
在

地
領
主
制
で
あ
る
。
各
郷
に
は
、「
麓ふ
も
と」
と
呼
ば
れ
る
武
士
居
住
区

が
あ
り
、
執
務
所
で
あ
る
「
御お
か
い
や

仮
屋
」
が
お
か
れ
て
い
た
。
領
内
の

土
地
は
、
蔵
入
地
と
給
地
・
抱
地
に
区
分
さ
れ
る
。
城
下
士
・
郷
士

と
も
に
、
地
方
知
行
で
給
地
を
与
え
ら
れ
た
。
給
地
の
う
ち
「
門か
ど

地ち

」
は
、
名み
ょ
う
ず頭

│
名な

子ご

に
編
成
さ
れ
た
門
百
姓
が
耕
作
し
、
給
人
が

貢
租
・
夫
役
を
徴
収
し
た
。「
浮う
き

免め
ん

」
は
知
行
す
る
郷
士
が
下
人
を

使
っ
て
手
作
し
た
。
城
下
士
・
郷
士
が
自
力
で
開
発
支
配
す
る
「
抱か
け

地ち

」
も
あ
り
、
彼
ら
の
家
来
に
相
当
す
る
永
代
下
人
が
、
屋
敷
を
与

え
ら
れ
て
耕
作
し
た
。
百
姓
が
居
住
す
る
村
も
、
庄
屋
は
郷
士
が
就

任
し
た
。
薩
摩
藩
の
場
合
、
近
世
全
期
を
通
じ
て
、
幕
府
か
ら
命
じ

ら
れ
る
過
重
な
軍
役
・
普
請
役
の
遂
行
と
幕
府
か
ら
の
干
渉
・
攻
撃

に
備
え
る
、
軍
事
的
・
経
済
的
動
員
体
制
の
堅
持
と
い
う
こ
と
が
、

藩
体
制
の
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
。
相
対
的
に
多
数
の
武
士
層
を
直

ち
に
臨
戦
体
制
に
移
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
シ
ス
テ
ム
は
、
幕
末
の

対
外
危
機
、
国
内
危
機
に
は
、
天
下
泰
平
に
よ
っ
て
弛
緩
し
た
幕
府

や
諸
藩
の
軍
事
力
に
対
し
、
数
段
の
軍
事
的
先
進
性
を
発
揮
し
た
と

評
価
さ
れ
て
い
る

A
T
B

。
百
姓
身
分
の
者
た
ち
に
よ
る
自
治
的
な
「
村

中
」（
水
本
邦
彦
）
や
、
広
域
的
「
郡
中
議
定
」（
藪
田
貫
な
ど
）
な

ど
が
成
立
す
る
余
地
は
、
お
よ
そ
あ
り
得
な
か
っ
た
。

　

薩
摩
藩
と
同
様
に
、
旧
族
居
付
の
外
様
大
名
と
し
て
は
、
長
州
藩

（
毛
利
家
）、
佐
賀
藩
（
鍋
島
家
）、
仙
台
藩
（
伊
達
家
）
な
ど
が
あ
る
。
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ま
た
、
本
貫
の
地
は
移
動
さ
せ
ら
れ
た
が
、
大
規
模
な
勢
力
を
維
持

し
た
外
様
大
名
、
た
と
え
ば
金
沢
藩
（
前
田
家
）、
徳
島
藩
（
蜂
須
賀

家
）、
米
沢
藩
（
上
杉
家
）
な
ど
も
、
幕
府
か
ら
の
干
渉
や
攻
撃
に
備

え
、
軍
事
的
動
員
体
制
を
幕
末
ま
で
、
堅
持
し
た
と
思
わ
れ
る
。
評

者
は
、
以
前
に
近
世
農
民
支
配
の
類
型
を
分
析
し
た
際
に
、
幕
末
ま

で
役
家
制
に
よ
る
陣
夫
役
徴
収
体
制
を
維
持
す
る
藩
が
あ
り
、
農
民

編
成
の
あ
り
方
が
、
石
高
制
に
一
元
化
す
る
他
地
域
と
は
大
き
く
異

な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
が

A
U
B

、
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
体
制

を
継
続
す
る
藩
と
、
早
期
に
廃
止
し
て
し
ま
う
藩
が
あ
る
の
か
、
説

明
で
き
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
可
能
性
で
あ
る
が
、
外
様
大
名
、

譜
代
大
名
と
い
っ
た
、
幕
府
と
の
関
係
性
の
違
い
が
、
軍
事
的
動
員

体
制
（
地
方
知
行
│
役
家
制
）
の
継
続
・
廃
止
と
関
係
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
始
め
て
い
る
。

イ
畿
内
の
支
配
構
造

　
「
藩
領
国
」
を
近
世
後
期
の
経
済
政
策
と
い
う
視
点
で
は
な
く
、

幕
藩
制
的
な
全
国
支
配
に
お
け
る
地
域
支
配
の
諸
類
型
と
い
う
視
点

か
ら
、「
旧
族
居
付
外
様
大
名
領
国
」、「
転
入
型
外
様
大
名
領
国
」、

「
譜
代
大
名
領
国
（
さ
ら
な
る
類
型
区
分
が
必
要
）」、「
一
国
天
領
」

等
々
と
い
う
よ
う
に
類
型
区
分
し
た
場
合
、「
非
領
国
」
＝
畿
内
地

域
は
い
か
な
る
位
置
づ
け
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
で
、

表２　畿内近国の戦略的位置と地域社会論

地域類型名称 主要な政治的
課題 所領構成 地域社会の構造 論者

畿内・近国地域

西国警固拠点
京都・奈良（朝
廷・公家・寺
社勢力）守護・
監視
その他

戦略的配置（独
立的譜代大名
領、幕府領・譜
代大名・旗本役
知領・飛地領の
混在）

大坂城＝軍事拠点 岩城
八木

奉行広域支配 藪田
村田

奉行支配所（町）と代官支配
所（村）、町続在領 渡辺

郷士代官（旗本知行所） 熊谷
藪田

用達・用聞、御館入与力
岩城
村田
藪田

複雑な相給村落 水本
都市の空間的構造 塚田
非領国＝自立的経済発展 安岡
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画
期
的
な
業
績
が
、
岩
城
卓
二
の
「
西
国
警
固
軍
事
拠
点
論
」
で
あ

る
。
岩
城
は
、
非
領
国
論
、
支
配
国
論
、
中
間
支
配
機
構
論
が
注
目

し
な
か
っ
た
大
坂
の
軍
事
的
役
割
に
注
目
し
た
。
非
領
国
論
が
想
定

し
て
い
た
都
市
大
坂
は
、「
天
下
の
台
所
」「
町
人
の
都
」
で
あ
っ
た
。

支
配
国
論
は
、
大
坂
町
奉
行
所
に
注
目
し
た
。
し
か
し
、
本
来
、
都

市
大
坂
が
城
下
町
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
大
坂
城
そ

の
も
の
が
意
外
に
も
盲
点
に
な
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
大
坂
城
に
は
、

城
代
、
定
番
、
加
番
に
任
命
さ
れ
た
大
名
・
旗
本
ク
ラ
ス
の
武
士
た

ち
が
常
駐
し
て
い
た
。
彼
ら
は
、
周
辺
地
域
に
役
知
領
を
与
え
ら
れ
、

そ
れ
ら
が
代
々
継
承
さ
れ
、
分
散
錯
綜
的
な
所
領
構
成
を
も
た
ら
し

た
。
尼
崎
、
岸
和
田
な
ど
、
こ
の
地
域
に
お
か
れ
た
譜
代
大
名
領
は
、

大
坂
城
を
守
護
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
畿
内
諸
藩
は
大
坂
城
守

護
だ
け
で
は
な
く
、
西
国
の
動
静
把
握
（
尼
崎
藩
）、
大
阪
湾
・
紀

州
門
徒
衆
監
視
（
岸
和
田
藩
）、
吉
野
・
大
峰
の
修
験
勢
力
監
視
（
高

取
藩
）、
奈
良
の
寺
社
勢
力
監
視
（
郡
山
藩
）、
京
都
の
朝
廷
や
公
家

勢
力
の
守
護
・
監
視
（
高
槻
藩
・
淀
藩
）
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
戦
略

的
機
能
を
有
し
、
そ
れ
ら
の
機
能
は
軍
事
力
と
直
結
し
て
い
た
。
こ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
畿
内
の
所
領
構
成
は
、「
非
領
国
」
と
い
っ

た
消
極
的
認
識
、「
幕
府
領
国
」
と
い
っ
た
静
態
的
認
識
で
は
決
定

的
に
不
十
分
で
あ
り
、
幕
府
の
全
国
支
配
体
制
の
な
か
で
、
大
坂
・

畿
内
地
域
に
与
え
ら
れ
た
、
き
わ
め
て
戦
略
的
な
位
置
づ
け
の
結
果

で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
大
坂
城
は
そ
の
中
心

に
位
置
し
た
。

　

こ
の
視
点
か
ら
、
畿
内
の
地
域
社
会
構
造
に
関
す
る
各
論
者
の
論

点
を
整
理
す
る
と
、
表
２
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
藪

田
を
先
頭
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
畿
内
地
域
の
地
域
社
会

論
的
研
究
は
、
多
数
の
並
走
ラ
ン
ナ
ー
の
出
現
に
よ
っ
て
豊
富
な
歴

史
像
を
提
供
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
藪
田
が
研
究
の
出
発
点
に

お
い
た
「
非
領
国
論
」
を
、
そ
の
比
較
軸
で
あ
っ
た
「
藩
領
国
」
に

関
す
る
理
解
を
革
新
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
様
に
革
新
し
、
幕
府

の
全
国
支
配
の
中
で
の
畿
内
の
戦
略
的
位
置
と
い
う
視
点
に
転
換
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
大
き
な
流
れ
と
し
て
の
「
地
域
社
会

論
」
と
い
う
歴
史
像
を
む
す
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

自
分
自
身
で
は
、
具
体
的
な
地
域
研
究
を
怠
っ
て
い
な
が
ら
、
書

評
と
い
う
形
で
、
多
大
な
労
力
を
か
け
た
諸
研
究
に
対
し
て
コ
メ
ン

ト
し
、
高
踏
的
な
発
言
を
行
う
こ
と
に
は
、
忸
怩
た
る
も
の
が
あ
る
。

さ
ら
に
今
回
は
書
評
論
文
と
い
う
異
例
の
書
評
と
な
っ
た
こ
と
を
著
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者
に
お
詫
び
し
、
そ
れ
で
も
掲
載
を
許
さ
れ
た
編
集
委
員
の
寛
大
な

措
置
を
有
り
難
く
存
ず
る
次
第
で
あ
る
。
書
評
論
文
と
い
う
形
を
取

っ
た
の
は
、
ぜ
ひ
、
書
評
を
通
じ
て
評
者
が
獲
得
し
た
ア
イ
デ
ア
を

報
告
し
、
大
方
の
ご
批
判
を
得
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
で
あ
る
。

　

本
誌
前
号
に
お
い
て
秀
村
著
の
書
評
を
行
う
こ
と
を
通
じ
て
、
評

者
は
、「
旧
族
居
付
外
様
大
名
」
と
い
う
要
因
が
藩
の
支
配
組
織
構

造
全
般
を
規
定
す
る
強
烈
な
作
用
を
実
感
し
、
幕
藩
制
全
国
支
配
の

中
で
の
当
該
地
域
の
位
置
づ
け
と
い
う
こ
と
の
基
本
的
重
要
性
に
思

い
を
致
す
こ
と
に
な
っ
た
。
今
回
、
藪
田
著
の
書
評
を
通
じ
て
、

「
非
領
国
」
概
念
を
革
新
す
る
た
め
に
は
、
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る

「
藩
領
国
」
概
念
の
革
新
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
は
秀
村
の
問
題

意
識
と
呼
応
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
し
て
、
岩
城
の
研
究
に

よ
っ
て
、
西
国
警
固
拠
点
と
し
て
の
大
坂
城
と
い
う
軍
事
的
視
点
か

ら
、
畿
内
の
所
領
構
造
が
合
理
的
に
理
解
で
き
る
こ
と
を
知
っ
た
こ

と
は
、
目
か
ら
鱗
が
落
ち
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
た
。
こ
の
視
点
に

立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
数
の
論
者
の
地
域
社
会
論
的
研
究
が
そ
れ

ぞ
れ
の
位
置
に
定
置
し
、
一
つ
の
総
合
さ
れ
た
歴
史
像
を
結
ぶ
よ
う

に
思
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
験
的
に
、
経
済
や
社
会
の
歴
史
的

発
展
モ
デ
ル
を
想
定
し
、
そ
れ
を
基
準
に
し
て
、
半
演
繹
的
な
歴
史

像
を
構
築
す
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
具
体
的
な
現
実
の
方
か
ら
出

発
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
相
互
関
連
の
な
い
個
別
的
な
事
実
に
止
め

て
お
く
の
で
は
な
く
、
個
々
の
具
体
性
を
損
な
わ
ず
に
大
き
な
総
合

さ
れ
た
、
し
か
し
等
身
大
の
、
信
頼
で
き
る
歴
史
像
を
描
く
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

思
え
ば
、
近
世
の
各
地
域
に
お
け
る
所
領
構
成
や
所
領
配
置
は
、

そ
の
具
体
的
事
実
は
知
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
構
成
や
配
置

が
幕
府
に
よ
る
当
該
地
域
の
支
配
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
戦
略
的
意

味
を
持
つ
の
か
と
い
う
点
は
、
十
分
に
研
究
が
掘
り
下
げ
ら
れ
て
来

な
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
直
接
的

な
史
料
が
存
在
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う
が
、

経
済
や
社
会
と
い
っ
た
基
礎
構
造
（
そ
の
表
現
自
身
が
偏
っ
て
い
る
）

の
研
究
に
重
心
が
置
か
れ
た
と
い
う
研
究
史
的
な
理
由
も
影
響
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
近
世
各
地
域
の
「
地
域
社
会
論
」
は
、

幕
藩
体
制
に
お
け
る
当
該
地
域
の
戦
略
的
位
置
づ
け
と
い
う
視
点
を

根
本
に
据
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
視
点
か
ら
所
領
構
成
・
所
領
配

置
へ
と
進
み
、
続
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
豊
富
な
研
究
蓄
積
が
あ
る
さ

ま
ざ
ま
な
社
会
的
経
済
的
側
面
を
総
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
豊
か

な
地
域
社
会
像
を
描
き
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
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（
１
）　

近
世
前
期
に
つ
い
て
は
、
水
本
邦
彦
『
近
世
の
村
社
会
と
国

家
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
２
）　

奥
村
弘
「
地
域
社
会
の
成
立
と
展
開
」、
久
留
島
浩
「
移
行
期

の
民
衆
運
動
」（
い
ず
れ
も
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編

『
日
本
史
講
座
７
・
近
世
の
解
体
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

五
年
に
所
収
）。　

（
３
）　

佐
々
木
潤
之
介
『
幕
藩
権
力
の
基
礎
構
造

│
「
小
農
」
自
立

と
軍
役

│
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
四
年
（
増
補
改
訂
版

一
九
八
五
年
）。

（
４
）　

朝
尾
直
弘
『
近
世
封
建
社
会
の
基
礎
構
造

│
畿
内
に
お
け
る

幕
藩
体
制

│
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
七
年
。

（
５
）　

脇
田
修
『
近
世
封
建
社
会
の
経
済
構
造
』
御
茶
の
水
書

房
、
一
九
六
三
年
。

（
６
）　

安
岡
重
明
『
日
本
封
建
経
済
政
策
史
論
・
増
補
版
』（
晃
洋
書

房
、
一
九
八
五
年
。
初
版
は
、
一
九
五
九
年
）
四
頁
。

（
７
）　

佐
々
木
潤
之
介
『
幕
末
社
会
論

│
「
世
直
し
状
況
」
研
究
序

論

│
』
塙
書
房
、
一
九
六
九
年
。

（
８
）　

村
田
路
人
『
近
世
広
域
支
配
の
研
究
』
大
阪
大
学
出
版

会
、
一
九
九
五
年
。

（
９
）　

岩
城
卓
二
『
近
世
畿
内
・
近
国
支
配
の
構
造
』
柏
書
房
、
二
〇

〇
六
年
。

（
10
）　

熊
谷
光
子
「
畿
内
・
近
国
の
旗
本
知
行
所
と
在
地
代
官
」（『
日

本
史
研
究
』
四
二
八
号
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
。

（
11
）　

藪
田
の
独
特
な
「
非
領
国
」
概
念
で
あ
る
。

（
12
）　

畿
内
を
素
材
に
し
て
普
遍
史
的
な
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
だ
、
中

間
支
配
機
構
と
領
主
制
に
関
す
る
山
崎
善
弘
の
研
究
（
同
『
近
世

後
期
の
領
主
支
配
と
地
域
社
会

│
「
百
姓
成
立
」
と
地
域
社
会

│
』
清
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）、
あ
る
い
は
普
遍
史
的
な
分
析

概
念
を
使
っ
て
畿
内
の
一
地
域
の
「
個
体
性
」
を
明
ら
か
に
し
た

町
田
哲
の
研
究
（
同
『
近
世
和
泉
の
地
域
社
会
構
造
』
山
川
出
版

社
、
二
〇
〇
四
年
）
は
、
ど
ち
ら
も
著
書
に
結
実
し
た
貴
重
な
研

究
成
果
で
は
あ
る
が
、
畿
内
地
域
の
特
性
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点

が
絞
ら
れ
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
表
に
は
含
め
な

か
っ
た
。
そ
の
他
に
も
多
数
の
優
れ
た
研
究
が
あ
る
が
、
十
分
な

目
配
り
が
出
来
て
い
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
、
お
詫
び
申
し
上
げ

た
い
。

（
13
）　

荒
武
賢
一
朗
は
そ
の
点
を
と
ら
え
て
、
塚
田
近
著
（
表
１
）
の

書
名
は
「
都
市
史
と
し
て
の
大
坂
」（「
序
に
か
え
て
」
の
表
題
）

が
適
切
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
て
い
る
（
同
「
書

評
・
塚
田
孝
『
近
世
大
坂
の
都
市
社
会
』」（『
歴
史
学
研
究
』

八
三
二
号
、
二
〇
〇
七
年
）。
ま
た
、
荒
武
は
、
同
書
で
は
全
体

と
し
て
の
課
題
・
目
的
が
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
研
究
が
ど
こ
へ

向
か
っ
て
い
る
か
見
え
な
い
こ
と
に
い
ら
だ
ち
を
表
明
し
て
い
る

が
、
私
は
、
塚
田
の
別
の
著
書
な
ど
に
よ
っ
て
、
表
１
の
註
記
の

よ
う
に
推
測
し
て
い
る
。
新
た
な
記
述
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

考
え
方
に
変
化
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

（
14
）　

石
井
紫
郎
『
日
本
国
制
史
研
究
１
・
権
力
と
土
地
所
有
』
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
年
、
九
四
頁
。 

（
15
）　

秀
村
選
三
『
幕
末
期
薩
摩
藩
の
農
業
と
社
会

│
大
隅
国
高
山
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郷
士
守
屋
家
を
め
ぐ
っ
て

│
』
創
文
社
、
二
〇
〇
四
年
、
二
四

頁
。

（
16
）　

大
島
真
理
夫
「
書
評
・
秀
村
選
三
『
幕
末
期
薩
摩
藩
の
農
業
と

社
会

│
大
隅
国
高
山
郷
士
守
屋
家
を
め
ぐ
っ
て

│
』」（『
経

済
史
研
究
』
一
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
17
）　

秀
村
、
前
掲
書
（
注
15
）、
四
八
頁
。

（
18
）　

同
右
書
、
六
六
三
頁
。

（
19
）　

大
島
真
理
夫
『
近
世
農
民
支
配
と
家
族
・
共
同
体
』（
御
茶
の

水
書
房
、
一
九
九
一
年
。
増
補
版
、
一
九
九
三
年
）。

（
お
お
し
ま　

ま
り
お
・
大
阪
市
立
大
学
経
済
学
研
究
科
教
授
）


